
 

 

報告第１０号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

平成２７年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４

号）を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

平成２８年 ６ 月 ２ 日 提出 

 

おいらせ町長 三 村 正太郎 



 

 

専決第 ９ 号 

 

平成２７年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）について 

 

平成２７年度おいらせ町の農業集落排水事業特別会計補正予算は、次

に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，４１３千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２８，１２５千円と

する。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２８年 ３ 月３１日 専決 

 

おいらせ町長 三 村 正太郎 

 



款 項

（単位：千円）

第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

　歳　入

 1 分担金及び負担金

 2 使用料及び手数料

 4 繰  入  金

          歳　　　　　　　　入

 1 分  担  金

 1 使  用  料

 2 手  数  料

 1 一般会計繰入金

合　　　　　　　　計

              2          △155            157

         27,406

         27,401

              5

         75,947

         75,947

        130,538

          △155

            179

            170

              9

        △2,437

        △2,437

        △2,413

              2

         27,585

         27,571

             14

         73,510

         73,510

        128,125

補 正 前 の 額 補 正 額 計

            157



款 項

（単位：千円）
　歳　出

 1 総  務  費

 2 事  業  費

          歳　　　　　　　　出

 1 総務管理費

 1 建設事業費

合　　　　　　　　計

         35,468        △1,812         37,280

          9,133

          9,133

        130,538

        △1,812

          △601

          △601

        △2,413

         35,468

          8,532

          8,532

        128,125

補 正 前 の 額 補 正 額 計

         37,280
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